
■「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づき策定する法定計画

バスや鉄道などの地域旅客運送サービスを維持・確保し、まちづくりの方向性と地域特性に
応じた効率的で質の高い公共交通ネットワークの形成を目指すとともに、将来に渡って持続可
能な公共交通を実現するためのプランとして策定

■本市の交通計画の策定経過

※現計画が令和８年度をもって計画期間が終了するための改定
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 現計画策定後の「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」改正を踏まえ、その目的
や趣旨を反映した計画とする。

 現計画を総括の上、公共交通ネットワークの将来像を見据えた具体的な施策・事業を検討
する。

 公共交通事業者、地域住民、行政が連携し、地域特性や実情に合わせた公共交通を取り巻
く環境の変化と課題に対応する。

 運転士不足といった新たな課題に対応するため、限られた人員での運行効率最大化や最適
化を目指すとともに、バスやタクシー事業者の共創（共同化・協業化）による交通ネット
ワークの構築を検討する。

 公共交通の利用が少ない地域では、日常生活を送る上で必要な最低限の移動を確保しなが
ら、持続可能な公共交通を実現するため、地域が主体となった移動手段の導入手法につい
て検討を進める。

＜令和５年10月施行＞

 あらゆる政策ツールを最大限活用し、利便性・生産性・持続可能性の高い地域公共交通への「リ・デザイン」
（再構築）を加速するための枠組みを整備

＜令和８年３月閣議決定＞

 地域の輸送資源のフル活用、共同化・協業化等を推進することで、「交通空白」等を解消し、持続可能な地
域公共交通の実現を図るための仕組みを整備
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パーソントリップ、市民アンケート調査分析

ＩＣカードデータ、利用者アンケート調査分析
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